
○
内
閣
府
令
第
九
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
空
気
拳
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
申
請
人

の
写
真
二
枚

第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
又
は
法
第
九
条
の
十
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
（
空
気
拳
銃
を
除
く
。
）
の
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
に
係
る
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
」
を
加



え
、
同
項
第
二
号
中
「
射
撃
練
習
」
を
「
猟
銃
の
射
撃
練
習
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

法
第
九
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
（
空
気
拳
銃
を
除
く
。
）
の
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
を
現
に
受

け
て
い
る
者
が
、
当
該
認
定
に
係
る
申
請
書
を
提
出
し
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
対
し
、
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
る
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
に
係
る
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合

第
十
九
条
の
見
出
し
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「
等
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
第
三
号
」

を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
第
四
号
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
四
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
七
条
第
五
号
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十

七
条
第
六
号
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
三
項
及
び
第
三
十
三
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
四
号
（
空
気
拳
銃
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
七
十
一
条
中
「
口
径
の
長
さ
又
は
銃
身
長
が
異
な
り
、
か
つ
、
型
式
が
異
な
る
複
数
の
猟
銃
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

猟
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場

口
径
の
長
さ
又
は
銃
身
長
が
異
な
り
、
か
つ
、
型
式
が
異
な
る
複
数
の
猟
銃
が
備
え
付
け



ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

空
気
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

銃
身
長
が
異
な
る
複
数
の
空
気
銃
が
備
え
付
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

三

空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
空
気
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場

空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
射
撃
練
習
の
用
途
に
供
す
る

空
気
銃
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

第
七
十
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
年
少
射
撃
資
格
者
に
対
す
る
指
導
を
行
う
練
習
射
撃
指
導
員
の
指
名
の
方
法
）

第
七
十
三
条
の
二

法
第
九
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
は
、
帳
簿
を
備
え
、
年
少
射
撃
資
格
者
に
練
習
用
備
付
け

銃
を
使
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
都
度
、
当
該
指
名
の
日
時
、
当
該
指
名
に
係
る
練
習
射
撃
指
導
員
の
氏
名
並
び
に
当
該
練
習
射

撃
指
導
員
が
指
導
を
行
う
年
少
射
撃
資
格
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
練
習
射
撃
指
導

員
及
び
当
該
年
少
射
撃
資
格
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
通
知
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
）

第
七
十
三
条
の
三

前
条
に
規
定
す
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器



を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
同
条
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た

帳
簿
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
八
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
四
号
（
空
気
拳
銃
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
十
八
条
中
「
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
の
下
に
「
、
第
七
十
三
条
の
三
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
七
の
項
中
「
射
撃
練
習
」
を
「
猟
銃
の
射
撃
練
習
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。







別
記
様
式
第
十
八
号
中
「猟

銃

」
を
「銃

砲

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
号
第
１
面
及
び
第
２
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。





別
記
様
式
第
三
十
号
の
備
考
７
を
同
様
式
の
備
考
８
と
し
、
同
様
式
の
備
考
６
を
同
様
式
の
備
考
７
と
し
、
同
様
式
の
備
考

５
を
同
様
式
の
備
考
６
と
し
、
同
様
式
の
備
考
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
法
第
４
条
第
１
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
る
空
気
拳
銃
の
所
持
の
許
可
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

写
真
の
貼
付
は
要
し
な
い

。

別
記
様
式
第
五
十
二
号
（
別
紙
１
及
び
別
紙
２
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。





別
記
様
式
第
五
十
二
号
別
紙
１
の
備
考
１
及
び
別
紙
２
の
備
考
２
中
「に
は

」
の
次
に
「猟

銃
に
あ
つ
て
は

」
を
、
「別
、

を

」
の
次
に
「

空
気
銃
に
あ
つ
て
は
レ
バ

ース
プ
リ
ン
グ
式

ポ
ン
プ
式

圧
縮
ガ
ス
式

プ
リ
チ
ャ

ージ
式
等
の
別
を

」

、
、

、
、

を
加
え
、
同
様
式
別
紙
２
の
備
考

を
同
様
式
別
紙
２
の
備
考

と
し
、
同
様
式
別
紙
２
の
備
考

を
同
様
式
別
紙
２
の
備
考

11

12

10

と
し
、
同
様
式
別
紙
２
の
備
考
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

1
0
空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
射
撃
練
習
の
用
途
に
供
す
る
空
気
銃
で
あ
る
場
合
に
は

そ
の
旨
を
備
考
欄
に
記

、

載
す
る
こ
と

。た
だ
し

空
気
拳
銃
に
つ
い
て
は
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

。

、

別
記
様
式
第
五
十
三
号
（
別
紙
１
か
ら
別
紙
３
ま
で
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。





別
記
様
式
第
五
十
三
号
別
紙
１
の
備
考
２
及
び
別
紙
２
の
備
考
２
中
「に
は

」
の
次
に
「猟

銃
に
あ
つ
て
は

」
を
、
「別
、

を

」
の
次
に
「

空
気
銃
に
あ
つ
て
は
レ
バ

ース
プ
リ
ン
グ
式

ポ
ン
プ
式

圧
縮
ガ
ス
式

プ
リ
チ
ャ

ージ
式
等
の
別
を

」

、
、

、
、

を
加
え
、
同
様
式
別
紙
２
の
備
考

を
同
様
式
別
紙
２
の
備
考

と
し
、
同
様
式
別
紙
２
の
備
考

を
同
様
式
別
紙
２
の
備
考

11

12

10

と
し
、
同
様
式
別
紙
２
の
備
考
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

1
0
空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
射
撃
練
習
の
用
途
に
供
す
る
空
気
銃
で
あ
る
場
合
に
は

そ
の
旨
を
備
考
欄
に
記

、

載
す
る
こ
と

。た
だ
し

空
気
拳
銃
に
つ
い
て
は
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

。

、

別
記
様
式
第
五
十
三
号
別
紙
３
の
備
考
２
中
「に

は

」
の
次
に
「猟

銃
に
あ
つ
て
は

」
を
、
「別

を

」
の
次
に
「

空
気

、
、

銃
に
あ
つ
て
は
レ
バ

ース
プ
リ
ン
グ
式

ポ
ン
プ
式

圧
縮
ガ
ス
式

プ
リ
チ
ャ

ージ
式
等
の
別
を

」
を
加
え
る
。

、
、

、

別
記
様
式
第
五
十
七
号
の
備
考
３
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

空
気
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場
の
指
定
を
申
請
す
る
と
き
は

第
7
1
条
第
２
号
に
掲
げ
る
練
習
射
撃
場
に
係
る
申

、

請
に
あ
つ
て
は

使
用
す
る
銃
砲
に
つ
い
て
空
気
拳
銃
を
除
く
旨
を

同
条
第
３
号
に
掲
げ
る
練
習
射
撃
場
に
係

、
、

る
申
請
に
あ
つ
て
は

使
用
す
る
銃
砲
に
つ
い
て
空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
射
撃
練
習
の
用
途
に
供
す
る
空
気

、

銃
に
限
る
旨
を
記
載
す
る
こ
と

。



「

「

講
習
修
了
証
明
書

講
習
修
了
証
明
書

又
は
推
薦
書

別
記
様
式
第
六
十
一
号
中

を

に
改
め
る
。

技
能
検
定
合
格
証
明
書

技
能
検
定
合
格
証
明
書

又
は
教
習
終
了
証
明
書

」

又
は
教
習
修
了
証
明
書

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
こ
の

府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ

を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


